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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
十
四
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
日
田
店

　
　
　
　

日
田
市
大
字
三
和
六
百
七
十
六　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
九
州
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

坂　

下　

陽　

一

　
　
　
　
　

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

　

３　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　

変
更
前　

第
一
駐
車
場　

屋
外
平
面
駐
車
場
（
自
走
式
）　

百
二
十
五
台

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
駐
車
場　

屋
外
平
面
駐
車
場
（
自
走
式
）　

三
十
一
台

　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

百
五
十
六
台

　
　
　
　

変
更
後　

第
一
駐
車
場　

屋
外
平
面
駐
車
場
（
自
走
式
）　

七
十
八
台

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
駐
車
場　

屋
外
平
面
駐
車
場
（
自
走
式
）　

三
十
一
台

　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

百
九
台

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻　

午
前
十
時　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　
　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻　

午
前
九
時　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　
　

⑵　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　

変
更
後　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

　

４　

変
更
す
る
年
月
日

　
　
　

令
和
三
年
八
月
十
二
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所                                     

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
五

　

月
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

（
告
示
）
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二

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
飛

田
川
土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
六
日
解
散
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

地　
　

区　
　

名

縦　

覧　

期　

間

縦　

覧　

場　

所

小
富
士
地
区
三
工
区

令
三
・　

一
・
一
二
か
ら

令
三
・　

二
・　

一
ま
で

竹
田
市
役
所

豊
後
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
七
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

（
告
示
）

　
　
　

東
国
東
郡
姫
島
村
四
千
九
百
二
十
九
の
一

　
　
　
　

中
堀　

洋
一

　
　
　

東
国
東
郡
姫
島
村
三
千
六
百
五
十
一
の
一

　
　
　
　

大
海　

英
勝

　
　
　

東
国
東
郡
姫
島
村
千
六
百
九
十
四
の
一

　
　
　
　

鹿
野　

春
彦

　

２　

加
入
区

　
　
　

姫
島
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

東
国
東
郡
姫
島
村
字
南
千
八
百
二
十
七
番
地
の
十

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
姫
島
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

国
東
市
国
見
町
大
熊
毛
百
八
十
六
番
地
四

　
　
　
　

小
谷　

廣
美

　
　
　

国
東
市
国
見
町
竹
田
津
三
千
八
百
三
十
五
番
地



令
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三
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一
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三

（
告
示
）

　
　
　
　

江
本　

英
樹

　
　
　

国
東
市
国
見
町
伊
美
九
百
五
十
三
番
地
一

　
　
　
　

磯
﨑　

信
一

　

２　

加
入
区

　
　
　

国
見
町
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

国
東
市
国
見
町
伊
美
千
九
百
九
十
五
番
地

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
国
見
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
九
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

国
東
市
国
東
町
治
郎
丸
九
百
四
十
四
の
五

　
　
　
　

一
丸　

栄

　
　
　

国
東
市
国
東
町
鶴
川
九
百
七
十
五

　
　
　
　

原
田　

孝
士

　
　
　

国
東
市
国
東
町
田
深
千
二
百
三
十
九
の
一

　
　
　
　

栗
林　

公
一

　

２　

加
入
区

　
　
　

国
東
町
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

国
東
市
国
東
町
富
来
浦
二
千
七
百
四
十
四
番
地
の
二
百
三
十
九

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
く
に
さ
き
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

国
東
市
武
蔵
町
古
市
三
百
七
十
四
番
地
一

　
　
　
　

川
島　

富
男

　
　
　

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
三
千
六
百
三
十
三
番
地

　
　
　
　

難
波　

幸
治

　
　
　

国
東
市
武
蔵
町
手
野
二
百
八
十
五
番
地

　
　
　
　

藤
嶋　

雄
二

　

２　

加
入
区

　
　
　

武
蔵
町
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称



令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
報

四

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

国
東
市
武
蔵
町
古
市
四
百
番
地
の
三
十
五

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
武
蔵
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
一
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

杵
築
市
大
字
狩
宿
千
八
百
八
番
地
二

　
　
　
　

中
根　

隆
文

　
　
　

杵
築
市
大
字
狩
宿
二
千
十
番
地
一

　
　
　
　

宇
都
宮　

信
孝

　
　
　

杵
築
市
大
字
狩
宿
千
六
百
五
十
六
番
地
六

　
　
　
　

大
川　

義
信

　

２　

加
入
区

　
　
　

奈
狩
江
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

（
告
示
）

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

杵
築
市
大
字
守
江
四
千
七
百
七
十
七
番
地
の
五

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
杵
築
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
二
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
三
十
四
番
地
の
二

　
　
　
　

大
河　

浅
利

　
　
　

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
二
十
一
番
地
の
五

　
　
　
　

岡
田　

輝
弘

　
　
　

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
八
百
六
十
六
番
地
の
二

　
　
　
　

高
司　

一
徳

　

２　

加
入
区

　
　
　

保
戸
島
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号



令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
報

五

（
告
示
）

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
千
五
百
二
十
番
地
の
二

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
保
戸
島
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
三
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
上
浦
大
字
浅
海
井
浦
三
千
六
百
十
番
地
一

　
　
　
　

菅　

澄
輝

　
　
　

佐
伯
市
上
浦
大
字
最
勝
海
浦
千
六
百
十
二
番
地
二
十
四

　
　
　
　

神
野　

伸
光

　
　
　

佐
伯
市
上
浦
大
字
最
勝
海
浦
四
千
九
百
八
十
番
地
十
六

　
　
　
　

山
道　

義
則

　

２　

加
入
区

　
　
　

上
浦
町
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
上
浦
大
字
津
井
浦
千
四
百
番
地
の
七

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
上
浦
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
四
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
護
江
八
百
九
十
五

　
　
　
　

石
田　

清

　
　
　

佐
伯
市
護
江
二
百
三
十
四

　
　
　
　

田
村　

栄
二

　
　
　

佐
伯
市
狩
生
三
千
五
百
四
十
一

　
　
　
　

武
森　

明

　

２　

加
入
区

　
　
　

西
上
浦
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
葛
港
十
七
番
一
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
佐
伯
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
五
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五



令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
報

六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
有
明
浦
千
三
百
八
十
四
番
地

　
　
　
　

疋
田　

一
則

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
地
松
浦
九
百
二
十
一
番
地
一

　
　
　
　

上
野　

大
樹

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
沖
松
浦
千
二
百
四
十
六
番
地
七

　
　
　
　

阿
部　

和
博

　

２　

加
入
区

　
　
　

鶴
見
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
地
松
浦
二
百
六
番
地
の
十
六

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
鶴
見
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
六
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
羽
出
浦
七
百
九
十
七
番
地

　
　
　
　

西
谷　

祐
太
郎

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
中
越
浦
六
百
三
十
六
番
地
五

　
　
　
　

山
﨑　

隆
之

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
羽
出
浦
二
百
十
九
番
地
二

　
　
　
　

安
部　

政
四
郎

　

２　

加
入
区

　
　
　

中
浦
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
地
松
浦
二
百
六
番
地
の
十
六

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
鶴
見
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
七
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
）



令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
報

七

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
大
島
無
番
地
大
島
団
地
二
百
二
号

　
　
　
　

神
﨑　

隆
実

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
大
島
無
番
地
大
島
団
地
二
百
四
号

　
　
　
　

神
﨑　

真
一

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
大
島
三
百
十
一
番
地
一

　
　
　
　

軸
丸　

幸
芳

　

２　

加
入
区

　
　
　

大
島
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
地
松
浦
二
百
六
番
地
の
十
六

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
鶴
見
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
千
九
百
八
十
八
番
地

　
　
　
　

山
本　

勇

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
竹
野
浦
河
内
二
千
三
百
二
十
番
地
十
一

　
　
　
　

水
本　

博
昭

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
千
九
百
三
十
七
番
地

　
　
　
　

日
高　

啓
一

　

２　

加
入
区

　
　
　

下
入
津
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
千
六
百
三
十
七
番
地
の
二

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
下
入
津
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
九
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
二
千
六
百
二
十
一
番
地
の
八

　
　
　
　

森
崎　

真
吾

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
二
千
百
三
十
五
番
地

　
　
　
　

大
石　

又
行（

告
示
）



令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
報

八

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
四
千
五
百
六
十
二
番
地
の
四

　
　
　
　

茅
野　

真
二

　

２　

加
入
区

　
　
　

蒲
江
町
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
五
千
百
四
番
地
の
八

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
蒲
江
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
番
号

指　

定　

位　

置

指

定

年

月

日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

別
第
二
―
二

号

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
字
鰐
沢

二
〇
九
三
番
一
四

令
二
・
一
二
・　

七

メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇

～
五
・
○
○

メ
ー
ト
ル

九
三
・
三
〇

臼
第
二
―
四

号

臼
杵
市
大
字
野
田
字
氏
田
九
一
〇

番
一

令
二
・
一
二
・
一
一

五
・
○
○

二
三
・
一
三

（
告
示
）


